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◎制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であって加入時において次の各号に該当するものとする。 
（１） 県の区域内に住所を有すること 
（２） 年齢が、６５歳未満であること 
（３） 特別の疾病又は障害を有せず心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。 

（この要件を満たしているかは、「申込者告知書」により加入希望者が健康状態について告知し、福祉医療機構と契約する生命保

険会社で審査することになる） 
（４） 一人の心身障害者について、二人以上の者が加入者とならないこと 
 
◎ 次の各号に該当する者は、上記の規定にかかわらず、制度に加入することができる。 
（１） 制度発足後に転入（新たに県の区域内に住所を有することとなったことをいう）したこと 
（２） 転入直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度（福祉医療機構と心身障害者扶養共済保険契約を締結してい

る場合の制度に限る）の加入者であって、転入後直ちに制度に加入するものであること。 
 
○「心身障害者」とは、次のア～ウの要件のいずれかに該当する人で、将来独立自活することが困難であると認められた人をいう。 

ア． 知的障害者 
イ． 身体障害者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める身体 

障害者障害程度等級表の１級から３級までに該当する者 
ウ． 精神又は身体に永続的な障害のある者で、その障害の程度が上記ア又はイに掲げる者と同程度とみとめられる者 

○「保護者」とは、心身障害者の配偶者（事実上の婚姻関係を含む）、父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族であって、現に心身障

害者を扶養している者をいう。 
○「年齢」とは、年度初日の４月１日から翌年３月３１日までを１事業年度とし、４月１日現在における年齢を基準とする。 

   （この場合、年度途中で６５歳になっても加入することが可能） 
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